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再生紙を使用しています。
ふだん着でCO2をへらそう〜宣言世帯３２,６０６世帯、２,４６１事業所（１月１５日現在）

紙 面 か ら

厳
し
い
予
算
に
ご
理
解
を

　

如
月
を
迎
え
ま
し
た
。
陽
は
伸
び
て
き
た
け

れ
ど
冷
え
込
み
は
一
層
募
り
ま
す
。
大
震
災
か

ら
の
復
興
も
大
変
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
不
安

や
バ
ン
コ
ク
水
害
の
影
響
が
重
な
り
、
日
本
企

業
も
苦
し
さ
を
増
し
て
い
ま
す
。

　

新
年
度
の
予
算
案
が
固
ま
り
ま
し
た
が
、
前

に
も
申
し
上
げ
た
よ
う
に
こ
ち
ら
も
実
に
厳
し

い
内
容
で
す
。

　

歳
入
で
は
、
市
内
経
済
の
冷
え
込
み
や
固
定

資
産
税
の
評
価
替
え
の
影
響
に
よ
り
、
市
税
総

額
が
減
少
気
味
。
国
の
交
付
金
や
補
助
金
も
減

額
の
見
通
し
で
す
。

　

歳
出
で
は
、
義
務
的
経
費
（
生
活
保
護
な
ど

の
扶
助
費
、
国
民
健
康
保
険
な
ど
へ
の
繰
出

金
、
起
債
返
還
や
利
払
い
な
ど
の
公
債
費
）
の

総
額
が
増
え
続
け
、
新
年
度
で
は
と
う
と
う
税

収
を
上
回
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
職
員
人
件

費
も
こ
こ
数
年
下
げ
続
け
た
の
で
す
が
、
さ
ら

に
減
額
さ
れ
も
う
限
界
に
近
い
。

　

こ
れ
ま
で
進
め
て
き
た
行
政
改
革
に
よ
り
、

日
野
市
政
は
随
分
ス
リ
ム
に
な
り
ま
し
た
。
で

も
、
道
路
や
施
設
整
備
な
ど
投
資
的
経
費
の
縮

減
だ
け
で
は
対
応
で
き
ま
せ
ん
。
い
よ
い
よ
教

育
や
福
祉
の
分
野
も
切
り
込
ま
ざ
る
を
得
な
く

な
り
ま
し
た
。
ど
う
し
て
も
必
要
な
額
は
確
保

し
た
つ
も
り
で
す
が
、
幅
広
い
市
民
生
活
に
影

響
が
及
ぶ
と
思
い
ま
す
。
ご
理
解
く
だ
さ
い
。

　

年
頭 
挨  
拶 
で
も
申
し
上
げ
た
よ
う
に
今
年
の

あ
い 
さ
つ

テ
ー
マ
は
「
覚
悟
を
、
そ
し
て
希
望
を
～
い
つ

か
思
い
は
叶
う
～
」。

　

日
野
市
政
を
安
定
的
に
持
続
さ
せ
、
次
の
世

代
に
し
っ
か
り
引
き
継
ぐ
た
め
に
、
職
員
も
努

力
し
ま
す
が
、
市
民
皆
さ
ま
に
も
厳
し
さ
へ
の

覚
悟
と
ご
協
力
を
、
切
に
お
願
い
し
ま
す
。

　

で
も
、
そ
ん
な
厳
し
さ
の
中
、
今
年
も
「
農

の
学
校
」
が
土
づ
く
り
か
ら
ス
タ
ー
ト
。
農
作

業
は
こ
の
寒
さ
に
始
ま
り
、
そ
し
て
秋
に
豊
か

な
実
り
を
生
む
の
で
す
。
農
業
の
底
力
、
日
本

の
底
力
、
い
ざ
と
い
う
時
の 
日  
野  
人 
の
底
力
を

ひ 

の 
び
と

信
頼
し
、
希
望
を
も
っ
て
市
政
を
進
め
た
い
と

思
い
ま
す
。

　
 
隈  
 々
に
残
る
寒
さ
や
う
め
の
花　
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村

く
ま 
ぐ
ま

■申告書の配布

　市・都民税申告書は、市役所１階市民税課、七生
支所、豊田駅連絡所にあります。なお、郵送もでき
ますので必要な方はご連絡ください。
▶再就職をされる方へ
　平成２４年度の市・都民税について、特別徴収（給
与天引き）を希望する場合は、新しい勤務先を通じ
て４月６日㈮までに市へ切替申請書を提出してくだ
さい。

■申告相談・受付

　市・都民税の申告相談・受付は下表のとおりです。
　七生支所、豊田駅連絡所でも完全に記入済みの市
・都民税申告書はお預かりしますが（日曜日を除く）、
税専門の職員がいないため申告相談はできません。
　なお、申告書は郵送でも受け付けます。

■申告に必要なもの

１．市・都民税申告書（申告書が送られている方はそ
の用紙）

２．平成２３年中の所得（収入）に関する書類
①給与所得の方は、源泉徴収票か給与明細書
②公的年金受給者の方は、公的年金の源泉徴収票
③給与・公的年金以外の所得のある方は、収入金額
や必要経費の分かる帳簿や領収書など

３．平成２３年中の控除に関する書類
①国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険、
国民年金などの社会保険料を支払った方は、その
支払済額の分かる書類※国民年金保険料等（国民
年金の保険料および国民年金基金の掛金）につい
て社会保険料控除の適用を受けるには、支払いを
した旨を証する書類を添付する必要があります
②生命保険料、個人年金保険料、地震保険料、旧長期
損害保険料を支払った方は、その控除証明書
③医療費控除を受ける方は、医療費の領収書
④障害者控除を受ける方は、身体障害者手帳、障害
者控除対象者認定書など
⑤そのほか控除に必要な書類※社会保険料などで、
給与所得の源泉徴収票に記載されている分につい
ては、必要ありません

４．印鑑（認め印で可）

市・都民税の申告は
必要ですか？

スタート

平成24年1月1日現在、
日野市にお住まいですか？

市・都民税の申告が必要です

平成24年1月1日現在、日野市内
に事業所や家屋敷（単身赴任中の
人など）を所有していますか？

平成24年1月1日現在の居住地
にお問い合わせください

市・都民税の申告は必要はありま
せん

市・都民税の申告は必要はありま
せん

市・都民税の申告が必要です

給与支払報告書（源泉徴収票と同
じ）は勤務先から市役所に提出さ
れていますか？

※この表は一般的な例を解説したものです。当てはまらない場合が
ありますので、ご不明な点はお問い合わせください

収入がなかったという内容の市・
都民税の申告が必要です

同一世帯（住民票上、別世帯とな
っている人を除く）の人の確定
申告書、源泉徴収票などで扶養
控除の対象になっていますか？

平成23年1～12月の間に収入
はありましたか？

税務署で確定申告をしますか？

収入は、給与だけですか？

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

はい

はい

いいえ

いいえ

はい

いいえ

いいえ

いいえ
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市・都民税の申告受付が始まります
受付期間受付期間はは２２月１６日㈭月１６日㈭～～３３月１５日㈭月１５日㈭

申告会場は市役所１階１０１会議申告会場は市役所１階１０１会議室室
　所得税の確定申告をされる方・勤務先から
市に給与支払報告書が提出されている方は、
市・都民税の申告をする必要はありません。
　また、所得税の確定申告をしなくてよい方
でも、市・都民税の申告をする必要のある場
合がありますのでご注意ください。

l市民税課
●市・都民税の申告相談・受付日程表

会場時間日程

市役所１階１０１会議室８：４５～１７：００

２月１６日㈭～３月１５日㈭
※土曜・日曜日を除く。
ただし、２月１８日㈯・２５
日㈯は実施

七生福祉センター
（七生公会堂１階）

９：００～１１：３０
１３：００～１６：３０２月２１日㈫～２３日㈭

お知らせ

………………………5三世代が寄り添うくらしに関する
市民意識調査にご協力を
催　し

…………………………5市立病院開設５０周年記念講演会を
開催

お知らせ

…………………………2日野市障害者計画・第３期日野市障害福
祉計画素案にご意見をお寄せください

特　集

…………………………8平成２４年度予算編成状況から
厳しさ増す市の財政状況

平平平平平平平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成成成成成成成２２２２２２２２２２２２２２２２４４４４４４４４４４４４４４４４年年年年年年年年年年年年年年年年平成２４年度度度度度度度度度度度度度度度度度　市民税・都民税の税制改正
１．扶養控除の見直し
①年齢１６歳未満の扶養親族（年少扶養親族）に対す
る控除が廃止されました。
　控除対象の扶養親族の年齢が１６歳以上（平成８
年１月１日生まれ以前）になりました。年少扶養
親族の人数については、控除対象扶養親族などの
数に加えないことになります。
②年齢１６歳以上１９歳未満（平成５年１月２日～平成
８年１月１日生まれ）の人の扶養控除の上乗せ部
分（１２万円）が廃止されました。
　扶養控除の額が３３万円となり、特定扶養親族の
範囲の年齢が１９歳以上２３歳未満（昭和６４年１月２
日～平成５年１月１日生まれ）の扶養親族に変更
されました。

※年少扶養親族は控除対象から外れますが、市・都
民税の所得割・均等割の非課税判定や障害者控除
の適用は年少扶養親族を含んだ形で算定します。

２．同居特別障害者加算の特例措置の改組
　年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたこと
に伴い、控除対象配偶者または扶養親族が同居特別
障害者である場合に、配偶者控除または扶養控除の
額に２３万円を加算する措置は、同居特別障害者に対
する障害者控除の額１人につき５３万円とする制度に
改められます。
３．寄付金税額控除の適用拡大
　寄付金税額控除の適用下限額が５千円から２千円
に引き下げられました。平成２３年１月１日以降に支
払われた寄付金から適用されます。
４．上場株式などに係る配当・譲渡所得に対する軽減
税率の延長
　上場株式などに係る配当および譲渡所得に対する
１０％軽減税率（所得税７％および市・都民税３％）
の適用期限が２年間延長され、平成２５年１２月３１日ま
でになります。

年少
扶養親族
33万円
【廃止】

上乗せ分
12万円
【廃止】

同居老親等
加算7万円

一般の
控除対象
扶養親族
33万円
※

一般の
控除対象
扶養親族
33万円

老人
扶養親族
38万円

特定扶養
親族

45万円

～15歳 16～18歳

※平成24年度から一般扶養親族
【変更後】控除対象扶養親族
【変更前】扶養親族

19～22歳 23～69歳 70歳～

●個人市・都民税の扶養控除の全体像


